
平成３０年度工事安全対策講習会

労働災害と事業者の責任等について

青梅労働基準監督署 安全衛生課
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ピークは昭和36年
481,686（人）

昨年(平成29年)

120,460（人）
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労働災害発生状況（H29）［全国］

第三次産業

第三次
産業
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労働災害発生状況（H29）［全国］
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26% ▶ 28% 24% ▶ 26%
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事故の型別・死傷災害発生状況( H15-H29)［東京］
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転倒

21%

動作の反

動、無理な

動作

17%

墜落、転落

15%
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き込まれ
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その他

55%

青梅署管内における全産業の労働災害発生状況 H25-H29

事故の型別 起因物別
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青梅署管内における土木工事業の労働災害発生状況 H25-H29
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2017 2017 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

12 確定値 ⻘梅署12次防目標値→ 342 329 316 303 290

死傷

件以内

件 件 超過

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（5年目）実績（月別）→ 35 59 88 122 146 169 203 225 243 277 301 316

前年実績（月別速報値）→ 34 69 91 117 141 171 200 230 260 282 309 332

署12次防（5年目）目標値（月別）→ 25 49 74 98 123 147 172 196 221 245 270 290

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

59 35 17 15 3 3 46 42 2 51 47 49 22 15 12 1 30 4 4 10 316
65 48 19 28 4 1 42 34 5 52 46 41 24 9 8 4 36 4 11 332

増減率(％) -9.2 -27.1 -10.5 -46.4 -25.0 200.0 9.5 23.5 -60.0 -1.9 2.2 19.5 -8.3 66.7 50.0 -75.0 -16.7 400.0 0.0 -9.1 -4.8 

全業種中の割合 18.7% 11.1% 5.4% 4.7% 0.9% 0.9% 14.6% 13.3% 0.6% 16.1% 14.9% 15.5% 7.0% 4.7% 3.8% 0.3% 9.5% 1.3% 1.3% 3.2% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

下段は前年同期（確定値）
2017 2017 12

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 6

全業種中の割合 - - - - - - 100% 100% - - - - - - - - - - - - 100% 

（注）

下段は前年同期（確定値）

上段は本年12月末日現在（確定値）

達成率(死傷)
（確定値）

316件/290件
(9%)

達成率(死亡)
（確定値）

1件/0件
(100%)

332 6

保健衛生

業
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業
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＊
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＊
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現在
前年同期

平成29年 死亡災害発生状況  （確定値）

超過

署計
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製造業 建設業

平成29年 死傷災害発生状況 （確定値）

その他

(一次産

業)

＊

土木工事

業

＊

建築工事

業

件

＊

その他の

建設業

＊

道路貨物

運送業

 その他

の三次産

業

＊

卸小売業

運輸交通

業

316 件

保健衛生

業

接客娯楽

業
署計＊
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＊
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業

＊
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その他
（鉱業、

農林業、

畜産・

水産業）

＊

卸小売業

運輸交通

業

貨物取扱

業
商業
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業
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＊
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業

＊
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業

＊

その他の
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＊
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-12.65% )(  (前年比)

青梅

その１ 署別・業種別
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業

 その他

の三次産

業

-4.8 -83.3増減率(％)増減率(％)

上段は本年12月末日現在（確定値）

製造業 建設業

その１ 署別・業種別

＊

ビルメン

業

H29青梅署管内労働災害発生状況

青梅署12次防（5年目）目標値

290
災害発生状況（確定値） 災害発生状況（確定値）死亡

1 0死亡

死傷（４日以上）
件以内

平成２９年死傷災害発生状況（確定値）
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2018 2018 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

10 平成30年10月末日現在）⻘梅署13次防目標値→ 311 305 300 295 290

死傷

件以内

件 件 10月度 超過

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（1年目）実績（月別速報値）→ 41 71 103 131 158 180 204 232 256 265

前年実績（月別確定値）→ 35 59 88 122 146 169 203 225 243 277 301 316

署13次防（1年目）目標値（月別）→ 26 51 77 102 128 153 179 204 230 255 281 311

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

64 25 5 17 6 3 35 28 3 35 27 39 18 14 17 3 23 3 6 265
42 27 15 9 1 3 35 32 2 36 32 31 16 9 7 1 22 1 3 9 227

増減率(％) 52.4 -7.4 -66.7 88.9 500.0 0.0 0.0 -12.5 50.0 -2.8 -15.6 25.8 12.5 55.6 142.9 200.0 4.5 -100.0 0.0 -33.3 16.7 

全業種中の割合 24.2% 9.4% 1.9% 6.4% 2.3% 1.1% 13.2% 10.6% 1.1% 13.2% 10.2% 14.7% 6.8% 5.3% 6.4% 1.1% 8.7% 0.0% 1.1% 2.3% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

下段は前年同期（速報値）
2018 2018 10

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

0

全業種中の割合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

（注）

下段は前年同期（速報値）

H30青梅署管内労働災害発生状況

青梅署13次防（1年目）目標値

311
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0 0死亡
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-1.58% )(  (前年比)現在

青梅

その１ 署別・業種別

清掃と畜

業

 その他

の三次産

業

16.7 -増減率(％)増減率(％)

上段は本年10月末日現在（速報値）
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＊
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業
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件
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労働災害に伴う企業責任

労働災害

刑
事
的
責
任

民
事
的
責
任

社
会
的
責
任
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刑事的責任

警察署

刑法第211条 業務上過失死傷罪

「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、

5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に

処する」

労働基準監督署

労働安全衛生法第20条～25条の2 事業者の措置義務違反

「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じな

ければならない。

１ 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）

による危険《以下略》」
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刑事的責任

労働基準監督署
労働安全衛生法第20条～25条の2 事業者の措置義務違反

「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じな
ければならない。
１ 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）

による危険
《以下略》 」

労働安全衛生法第117条 特定機械の製造許可違反ほか
－1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

労働安全衛生法第119条 事業者の講ずべき措置等に関する違反ほか
－6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

労働安全衛生法第120条 衛生管理者選任義務違反ほか
－50万円以下の罰金

労働安全衛生法第122条 両罰規定
「～行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。」

具体的な措置の内容は、労働安全衛生規則等に定められている。
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刑事的責任

労働基準監督署

労働安全衛生法第26条 事業者の措置義務違反

「労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条(25条の
２)第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を
守らなければならない。 」

労働安全衛生法第120条 危険等防止措置義務違反ほか

－50万円以下の罰金

労働安全衛生法第122条 両罰規定

「～第120条の違反行為をしたときは～行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。」

具体的な措置の内容は、労働安全衛生規則等に定められている。
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労働基準監督署と警察署の相違点

① 労働安全衛生法上の措置義務違反は故意犯であるのに対し、

業務上過失致死傷罪は過失犯であること

② 労働安全衛生法上の措置義務違反は死傷の結果の発生を必

要としないが、業務上過失致死傷罪は死傷の結果が発生して

いることが必要であること

労働基準監督署の行政指導に従わず、措置義務違反を繰り返す

などの場合には、災害の発生を伴わなくても刑事責任を問われ

る場合がある
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送検と検察官による事件処理

労働基準監督署・警察署

捜査を尽くした段階で検察官に送致

検察官

刑事事件として訴追するか否かを判断

・起 訴：犯罪を認定すべき証拠があり訴追が必要である

と判断した場合には、裁判所に対し公訴を提起

・不起訴：事件が有罪とは認められない場合

（罪とならず 嫌疑なし 嫌疑不十分）

有罪とは認められても起訴するには及ばないと

判断された場合

（起訴猶予）
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起訴猶予処分するに際し検察官が考慮する事項

（1）被告人自身に関する事項
① 被告人の性格
② 被告人が普段から仕事熱心であること
③ 学歴、知識程度
④ 経歴
⑤ 前科前歴の有無

（2）犯罪自体に関する事項
① 犯罪の軽重
② 犯罪の情状

（3）犯罪後の情状
① 改心の有無
② 謝罪や被害回復の努力
③ 被害弁償、示談、被害感情等の状況
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業務上過失致死傷罪と労働安全衛生法規違反

労働基準法や労働安全衛生法その他安全・衛生に関する規則は、

これに違反したことが直接的に過失（結果の予見可能性がある）

となるものではないが、実際の裁判ではこれらの違反があるとき

に予見可能性を否定した事例はほとんどない。

これら安全衛生法規の違反の有無は、結論に直ちに影響すると考え
ておくべき。
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民事的責任

労災保険：

療養補償給付（治療費等）

休業補償給付（休業中の所得保障。休業補償給付は給付基礎

日額の60％、特別支給金20％）

障害補償給付（後遺障害に対する所得損失補填）

◆労災保険と損害賠償請求

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、使用者はその過失の有
無を問わず、労働基準法上の災害補償責任を負うが、労災保険による給付が行
われる場合は、補償の責を免れ、同一の事由については支払われた価額の限度
において民法による損害賠償の責をも免れる（労基法第84条）。

慰謝料、療養に係る親族等の所得損失、休業補償にかかる差額など

は、労災保険の給付対象とならない

民事損害賠償請求
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賠償責任の根拠

（1）債務不履行責任（民法第415条）～安全配慮義務

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権

者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができ

る。債務者の責めに帰すべき事由によって履行できなくなっ

たときも、同様とする。

労働契約法第5条（労働者の安全への配慮）

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、

身体等の安全を確保しつつ労働することができる

よう、必要な配慮をするものとする。

（2）不法行為責任（民法第709条）

故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利

益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任

を負う。
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労働契約法とは

個別の労働関係紛争を解決するための労働契約に関する民事的な
ルールにつき体系的な成文法は存在せず、判例が蓄積されて形成さ
れた判例法理を当てはめて判断していた

平成20年3月1日 労働契約法の施行

労働契約に関する民事的なルールを一つの体系にまとめ、労働契約
における権利義務関係を確定させる法的根拠を示す
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安全配慮義務の範囲

１労働安全衛生法を守っていれば安全配慮義務を尽くしたことになる
か？

労働安全衛生法：労働災害防止の中でも

最も重要なもののみ刑事罰を背景

にその遵守を事業主に強制してい

るもの

安全配慮義務：「労働者の生命及び健康等を労働災害の危険か

ら保護するよう配慮を尽くして労働させるべき義務」で

あって、労働安全衛生法で定める最低限の義務の周辺に

あって、労働災害発生の危険のあるものについて、事業

主に防止義務を求めるもの。

安全配慮義務

法令の
遵守
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２安全教育をしない場合の過失相殺は？

労働災害における過失相殺で、労働者の過失割合が高いと評価さ
れるのは、当該労働者がかなりの経験者であるとか、十分に危険性
を認識しているといった場合である。

それでは、労働者に経験者になってもらい、危険性を認識しても
らうためにはどうすればよいかと言えば、使用者において指導・教
育を行うことになる。

また、命綱を着けずに作業を行い転落して死亡したという場合に
おいて、使用者が注意しようがしまいが、黙認しようがしまいが、
原則として過失割合は同じかというと、多くの裁判例においては、
使用者が命綱を備え付けていたのか否か、命綱を着けて作業するよ
う注意していたのか否かと言ったことが指摘され、これらのことが
過失割合に考慮されている。
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３使用者の黙認はどう評価されるのか？

安全教育をしても、教育した事項を労働者が守らず、不安全行動
を取っているのを知りながら作業をさせた場合には、その不安全行
動を「黙認」した、即ち教育したことを守らなくても良いと暗黙の
うちに認めたと言うことになりかねない。

この意味において、「黙認」行為は、それまでの苦労を水の泡に
する危険を包含するものであり、使用者においては特に注意すべき
事項である。
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安全配慮義務の徹底のためには

（1）安全衛生関係法令の遵守

（2）安全衛生教育の徹底と記録の保存

（3）作業指示の明確化と指示内容の記録

（作業手順書の作成と遵守）

（4）リスクアセスメントの実施と記録の保存

（5）その他
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高額化する損害賠償請求

夫（35歳） 年収500万円

妻（35歳） 子供2人（8歳、6歳）

逸失利益5,531万円＋葬祭費用150万円＋慰謝料2,600万円＝8,281万円

被災者は一家の大黒柱。被災者の過失はないものとして算出。

訴訟提起されてしまった場合、さらに高額な弁護士費用の負担も発生します。

被災者

被災者家族

費 目 金 額 命の値段

逸失利益
年収500万円×(1－生活費控除30％)×15.803

＝5,531万円

葬祭費用 130～170万円

慰謝料 2,000～3,000万円

8,281万円
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平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

全体 75.2% 79.3% 84.3% 79.1% 89.8%

製造業 84.9% 89.0% 84.5% 87.0% 94.2%

建設業 62.7% 67.1% 71.6% 75.6% 81.4%

運輸交通業等 60.6% 87.5% 87.5% 92.1% 94.7%

商業 84.0% 80.9% 87.2% 72.0% 86.1%

75.2%
79.3%

84.3% 79.1%

89.8%

62.7%

67.1%

71.6%

75.6%
81.4%

違

反

率

最近の労働法の違反率の推移
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安衛法第２０条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険

（罰則 安衛法第１１９条第１号、第１２２条）
安衛法第２１条

事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険
を防止するため必要な措置を講じなければならない。

２ 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのあ
る場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

（罰則 安衛法第１１９条第１号、第１２２条）
安衛法第２６条

労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講
ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

（罰則 安衛法第１２０条第１号、第１２２条）

事業者の講ずべき措置と労働者の遵守義務
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安全衛生管理の基本対策

安全衛生管理体制の構築

作業環境管理

作業管理

健康管理

安全衛生教育

労働安全衛生マネジメントシステム
・リスクアセスメント



安衛法のそれぞれの立場における規定
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違法な指示の禁止
（法31条の4）

注文者は、その請負人に
対し、当該仕事に関し、
その指示に従って当該請
負人の労働者を労働させ
たならば、この法律又は
これに基づく命令の規定
に違反することとなる指
示をしてはならない。

※違法行為と認識していなが
ら指示すること
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工事の種類及び規模別の管理体制
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ずい道等の建設

圧気工法

橋梁の建設

Ｓ造・ＳＲＣ造の建設

その他

なし 店社安全衛生管理者 統括安全衛生責任者

必要資格

 統括安全衛生責任者 → 現場の統括管理権限および責任を有する者

 店社安全生成管理者 → 大学等卒業後、建設工事の施工における
安全衛生実務に３年以上従事した者 ほか

統括安全衛生責任者の選任義務がある場合は、元方安全衛生管理者、安全衛生責任
者の選任が必要

労働者数→
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注文者の講ずべき措置（法31条）
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、「建設物等」
を、当該仕事を行う場所においてその請負人（後次
のすべて）の労働者に使用させるときは、当該「建
設物等」について、当該労働者の労働災害を防止す
るため必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契
約によって行なわれることにより同一の建設物等に
ついて同項の措置を講ずべき注文者が二以上あるこ
ととなるときは、後次の請負契約の当事者である注
文者については、適用しない。
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注文者の講ずべき措置（法31条）２
ここでいう注文者とは、「仕事を発注する者」で、
必ずしも、最先次の請負契約の注文者である「特定
元方事業者」だけではなく、

① 特定事業(建設業その他政令で定める業種に属する
事業)の仕事を自ら行う注文者で、

② 当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に
使用させるとき

は、その関係請負人であっても、安衛法第31条の

注文者として規制を受けることになります（安衛則
第655条など）。
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① 協議組織の設置及び運営を行うこと。

② 作業間の連絡及び調整を行うこと。

③ 作業場所を巡視すること。

④ 協力業者（関係請負人）が行う安全衛生教育に対する指導、援助を
行うこと。

⑤ 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置
に関する計画を作成するとともに、その機械、設備等を使用する作
業に関し関係請負人がこの法律の規定に基づき講ずべき措置につい
ての指導を行うこと。

⑥ その他労働災害を防止するため必要な事項。

特定元方事業者等の講ずべき措置（法30条）
（統括安全衛生責任者（法１５条））

（作業場所の巡視）
労働安全衛生規則 第６３７条

特定元方事業者は、法第３０条
第１項第３号の規定による巡視に
ついては、毎作業日に少なくとも
一回、これを行なわなければなら
ない。

２ 関係請負人は、前項の規定により
特定元方事業者が行なう巡視を
拒み、妨げ、又は忌避してはなら
ない。

 統括安全衛生責任者を選任しなくても
下記の事項について統括管理を行う必
要があります

関係請負人及びその労働者が、仕事に
関し、安全衛生法の規定に違反しない
よう必要な指導、指示を行うこと。
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請負人の講ずべき措置等（法32条）
安全衛生責任者を選任しなくても。

労働安全衛生法第３０条第１項等の規定により講ぜられる
措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられ
る措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

請負人及びその労働者は、特定元方事業者等、注文者又は
請負人が規定に基づく措置の実施を確保するためにする指
示に従わなければならない。

とされています。
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建設現場における安全管理
1. 安全衛生管理計画の作成

2. 過度の重層請負の改善

3. 請負契約における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者
の明確化等

4. 元方事業者による関係請負人及びその労働者の把握等

5. 作業手順書の作成

6. 協議組織の設置・運営

7. 作業間の連絡及び調整

8. 作業場所の巡視
→毎作業日に少なくとも１回（安衛則637条）

9. 新規入場者教育
→関係請負人に行なわせるよう指導する

10. 新たに作業を行う関係請負人に対する措置

11. 作業開始前の安全衛生打合せ

12. 安全施工サイクル活動の実施

13. 職長会(リーダー会)の設置

422018/11/28



請負代金内訳書に明示する経費（例）

[1]誘導員を配置させる場合の費用

[2]店社に配置された安全衛生推進者等

が作業場所の巡視等の現場管理を実
施するための費用

[3]元方事業者が主催する安全大会等に

関係請負人が労働者を参加させるた
めの費用

[4]元方事業者が開催する関係請負人の

労働者等の安全のための講習会等に
関係請負人が労働 者を参加させる場
合の講習会参加費等の費用

など

労働安全衛生法では、“元請負人
及び下請負人に労働災害防止対
策”を義務付けており、それに必
要とする経費は、元請負人の負担
が義務付けられています。
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安全衛生教育の実施

労働安全衛生法
第四章 安全衛生教育

第35条 (雇入れ時等の教育)

第36～39条 (特別教育関係)

第40条 (職長等の教育) 

その他

能力向上教育

特別教育に準じた教育
など

新規入場者教育

関係請負人に伝える事項

工事の概要と作業場の方針

作業場内の危険箇所と立入
禁止区域

担当する作業内容と安全対
策
（作業手順と災害事例）

作業所の規則（ルール）

作業所の安全衛生関係行事
など

避難に関する事項

労働者の雇用主が実施 元方事業者が実施
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職⻑・安全衛⽣責任者能⼒向上教育の実施
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建設現場における安全管理
5. 作業手順書の作成

元方事業者は、関係請負人に対し、労働災害防止
に配慮した作業手順書を作成するよう指導するこ
と。
リスクアセスメントの実施 による作業手順書の
作成

化学物質にかかるリスクアセスメントの義務
化

※作業手順どおり作業が行えるのか→
7作業間の連絡調整の徹底→手順の変更
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リスクアセスメントの実施時期

建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。

作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更すると
き。

前三号に掲げるもののほか、業務に起因する危険性又は
有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがある
とき。

労働安全衛生法 第２８条の２
 職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、

設備、原材料等や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査
(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき、必要な措置を
実施するよう努めなければならない(努力義務)。

労働安全衛生規則第24条の11

危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
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詳しくは

工種別のリスクアセスメント
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対象の673物質
は・・・
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安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！

改正のポイント

名称が「安全帯」から「墜
落制止用器具」に変わる

「フルハーネス型」の着用
が義務付けられる

「安全衛生特別教育」を受
けなければならない
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法令用語としては「墜落制止用器具」となるが、
建設現場等において従来からの呼称である「安全
帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」といった
用語を使用することは差し支えない。ただし、従
来の安全帯に含まれていたワークポジショニング
用器具であるＵ字つり用胴ベルトは含まれません。

2022年1月2日以降

はワークポジショニ
ング作業を行う際は
墜落制止用器具を
「併用」しなければ
ならない

名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に
変わる

ポイント１ 532018/11/28



「フルハーネス型」の着用が義務付けられる

墜落制止用器具はフル
ハーネス型が原則とな
りますが、フルハーネ
ス型の着用者が墜落時
に地面に到達するおそ
れのある場合（高さが
6.75ｍ以下）は「胴ベ

ルト型（一本つり）」
を使用できます。

要求性能墜落制止用器具の選定

ポイント２

★墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具の選定要件については・
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6.75
m超

２ｍ以上の作業床がない箇所又は作業床の端、
開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の
作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使
用することが原則となります。

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達
するおそれのある場合（高さが6.75ｍ以下）
は、胴ベルト型（一本つり）を使用することがで
きます。

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する
墜落制止用器具｣の選定要件

6.75mを超える箇所では、フルハーネス型を選定要件①

※ 一般的な建設作業の場合は５ｍ以上、柱上
作業等の場合は２ｍ以上の箇所では、フル
ハーネス型の使用が推奨されます。
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85kg用墜落制止用器具は、着用者の体重及びその装備品の
重量の合計に耐えるものでなければなりません。
（85kg用又は100kg用。特注品を除く。）

ショックアブソーバを備えたランヤードについては、そのショックアブソーバの
種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものでなければなりません。（腰
より高い位置にフックを掛ける場合は第一種、足元に掛ける場合は第二種を選定し
ます。）

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する
墜落制止用器具｣の選定要件

使用可能な最大重量に耐える器具を選定要件②

ショックアブソーバは、フック位置によって適切な種別を選択要件③

第一種ショックアブソーバ
フック位置が腰より高い場合

第二種ショックアブソーバ

フック位置が腰より低い場合

（100kg用が適切な者）
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「安全衛生特別教育」
を受けなければならない

「高さが2m以上の箇所において、作業床を設ける

ことがが困難な場合で、フルハーネス型を使用し
て行う作業（ロープ高所作業を除く）」などの業
務を行う労働者は特別教育を受ける必要がある。
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経過措置は２０２２年１月１日まで

使用可能（2022(平成34)年1月1日まで）

使用可能（2019(平成31)年2月1日～）

製造可能 製造・販売可能（2019(平成31)年2月1日～）

製造・販売可能 販売可能

★施⾏⽇(2月1⽇)
★施⾏⽇(2月1⽇)
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その他留意事項

昇降・通行時等の措置、周辺機器の使用

墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、作業と
通行・昇降（昇降用の設備の健全性等を確認しなが
ら、昇降する場合を含む。）は基本的に異なる概念
であること。

また、伐採など、墜落制止用器具のフック等を掛け
る場所がない場合など、墜落制止用器具を使用する
ことが著しく困難な場合には、保護帽の着用等の代
替措置を行う必要があること。
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東京労働局では、

墜落制止用器具の確実な使
用を目指すために、
スローガンを定めました。

① 墜落制止用器具の
着用と使用

② 墜落制止用器具の
取付け設備の設置

今後、各事業場において、
このスローガンを基に

について徹底いただくよう
にお願いします。
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足場の点検

63



足場の組立て特別教育
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安衛則第５２７条 (移動はしご)

事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

１ 丈夫な構造とすること。
２ 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
３ 幅は、三十センチメートル以上とすること。
４ すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

注意点

・立てかけ角度７５°程度
・はしご上端は床から６０ｃｍ以上突き出す
・上部を躯体等に固定する
・使用開始前点検、設置時安定確認
・はしご上で作業しない
（作業する場合は墜落防止対策必要）
・手に物を持って、はしごを昇降しない
・墜落・転落時保護用のヘルメットを着用

厚生労働省産業安全技術館（港区芝）
の２階の展示より（Ｈ２３．３閉館）

移動はしごの使用について



上端を固定

出来ず、ロー
プで繋いでい
る

安衛則第５５６条 はしご道

事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでな
ければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 踏さんを等間隔に設けること。
三 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
四 はしごの転位防止のための措置を講ずること。
五 はしごの上端を床から６０ｃｍ以上突出させること。
六 坑内はしご道でその長さが１０ｍ以上のものは、

５ｍ以内ごとに踏だなを設けること。
七 坑内はしご道のこう配は、８０度以内とすること。

２ 前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等の
はしご道については、適用しない。

６０ｃｍ以上突出

番線固定

はしごの固定 （パトロール写真）



安衛則第５２６条

事業者は、高さ又は深さが１．５メートルをこえる箇所
で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に
昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、
安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上
著しく困難なときは、この限りでない。

（安衛法第２１条２項 罰則：安衛法第１１９条１号 第１２２条）

２ 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安
全に昇降するための設備等が設けられたと きは、当該設備
等を使用しなければならない。

（安衛法第２６条 罰則：安衛法第１２０条１号 第１２２条）

昇降するための設備の設置等 －安衛則－



H28.7.1より施行
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(丸のこ盤の歯の接触予防装置)

安衛則第１１５条

事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除
く。)

には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

安衛則第１２３条
事業者は、木材加工用丸のこ盤には、歯の接触

予防装置を設けなければならない。安衛法第２０条第１号 罰則 第１１９条第１号

可搬式グラインダーにのこ刃を装着する場合、丸のこ盤
としての措置を講じなければなりません。

安全措置が講じられた事例

木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び
歯の接触予防装置の構造規格 第３０条

実際に使用していたもの

歯の接触予防装置（固定覆い）

定盤（ベースプレート）

歯の接触予防装置（移動覆い）

丸のこに関する規定
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1. 既往歴および業務歴の調査
2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3. 身長，体重，視力及び聴力の調査
4. 腹囲の検査
5. 胸部エックス線検査
6. 血圧の測定
7. 貧血検査（血色素量，赤血球数）
8. 肝機能検査（ＧＯＴ，ＧＴＰ，γーＧＴＰ）
9. 血中脂質検査（コレステロール等）
10. 血糖検査
11. 尿検査
12. 心電図検査
※ 年齢によって，検査項目を省略できます。

健康診断

雇い入れ時・１年以内ごとに１回

従業員の健康状態等を把握
安全配慮義務に対するリスク管理
実施費用は原則会社負担
健康診断結果は本人に通知
健康診断結果は５年間保存

詳しくは↑
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外部機関を活用して、効果的に取組みましょう！

ホームページにより確認してから活用してください。

独立行政法人 労働者健康安全機構

東京産業保健総合支援センター
中央労働災害防止協会

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会

公益社団法人 日本作業環境測定協会

地域産業保健センター

事業場で産業保健活動に携わる「産業医、産業看護職、衛生管
理者をはじめ、事業主、人事労務担当者などの方々」を対象に「産
業保健研修」や「専門的な相談」などの支援を行っています。

産業保健スタッフに対する「専門的研修の実施」

産業保健スタッフからの「専門的相談への対応」

メンタルヘルス対策の普及促進のための｢個別訪問支援」

治療と職業生活のための「両立支援活動」

地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の産業医の選任
義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労

働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを行っ

ています。都内18労働基準監督署(支署）管轄区域毎に設置されて

います。

労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む)に係る相談

健康診断の結果について医師からの意見聴取

長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導

個別訪問による産業保健指導の実施

大企業の営業所等で労働者数50人未満の事業場においては、本社
等で選任されている産業医等の協力を得られるようにお願いします。

労働安全衛生法に定められた厚生労働大臣の行う国家試験に合格し、
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント名簿に登録された労働

安全衛生の高度の専門家です。

○労働災害が発生したとき
○労働安全衛生マネジメントを導入

するとき
○機械設備や化学物質のリスクアセス

メントを行うとき

○機械設備や作業環境の改善を行うとき
○安全衛生後援や安全衛生教育の講師が

必要なとき
○安全衛生管理規程や作業手順の作成を

行うとき
○安全衛生管理活動の活性化 等

こんな時に活用できます

中央労働災害防止協会は労働災害防止団体法に基づき設立
されています。

１ 安全衛生意識高揚のための
運動の展開

２ 企業の指導者、安全衛生
スタッフの養成

３ 専門家による技術支援の実施

４ 安全衛生情報の提供

５ 労働災害防止のための調査
研究等

６ ゼロ災運動の展開

７ 心身両面による健康・快適
職場づくりの推進

日本作業環境測定協会は作業環境測定法に基づき、作業環境測定士お
よび作業環境測定機関の業務の進歩改善に資する事などを目的として設立

されています。

無料 ＊有料となる
場合もあります

有料

有料

有料

作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場

○土石、岩石、鉱物、金属または炭素の
粉じんを著しく発散する屋内作業場

○放射線業務を行う作業場所（放射性物
質取扱作業室、事故由来廃棄物等取扱
施設）

○一定の鉛他金属類取扱業務の屋内作業場

○特定化学物質(第1類物質または第2類
物質）製造し、または取扱う屋内作業
場

○有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種
有機溶剤）を製造し、または取扱う一
定の業務を行う屋内作業場
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業務中等の負傷により，死亡又は１日以上休業
した場合は、労災保険を使用していなくても
「労働者死傷病報告書」を遅滞なく所轄の労働
基準監督署長に提出する必要があります。
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